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令和６年第９回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日 時  令和６年３月１９日（火）１４：００～１５：３０ 

 

２．場 所  中央合同庁舎第８号館６階６２３議室 

 

３．出席者  原子力委員会 

        上坂委員長、直井委員、岡田委員、畑澤参与 

       内閣府原子力政策担当室 

        徳増審議官、山田参事官、梅北参事官 

       放射線影響協会 放射線疫学調査センター 

        三枝センター長、工藤統計課長 

 

４．議 題 

 （１）原子力白書に関するヒアリング「低線量放射線による人体への影響に関する疫学的調

査」（放射線影響協会放射線疫学調査センター 三枝 新 氏） 

 （２）使用済燃料再処理機構の使用済燃料再処理等実施中期計画の変更について（見解） 

 （３）その他 

 

５．審議事項 

（上坂委員長）時間になりましたので、令和６年第９回原子力委員会定例会議を開催いたしま

す。 

  本日は、畑澤参与に御出席いただいております。よろしくお願いいたします。 

  先週１４日に「原子力サプライチェーンシンポジウム」が開催され、私も対面で参加して

まいりました。齋藤経済産業大臣、三村日本原子力産業協会会長のほか、今回は来日してい

た国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシー事務局長も挨拶されていましたが、３名とも世

界において原子力の必要性を再認識する動きが進んでいる旨の発言がありました。 

  また、グロッシー局長が、産業界も規制当局も一つの傘の下で議論する必要があると指摘

されていたのが印象的でありました。 

  原子力のサプライチェーンは、原子力が産業として成り立つためにも必要不可欠であり、
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原子力委員会も原子力サプライチェーンプラットフォームの取組を注視していきたいと思い

ます。 

  また、現地、米国時間の１８日ですけれども、日本として初めて核軍縮・不拡散を議題と

する国連の安全保障理事会閣僚級会合を主催し、上川外務大臣が議長を務めました。上川大

臣は、被爆地広島でのＧ７サミットで合意したことを踏まえ、核軍縮をめぐる状況が一層厳

しくなっている今こそ、核兵器のない世界の実現に向けて現実的かつ実践的な取組を着実に

進めていくことが重要であり、ＮＰＴ体制の維持・強化はその基盤である旨発言されました。 

  核軍縮・不拡散を議題とする国連の安全保障理事会閣僚級会合で日本が議長を務めたこと

の意義は大きく、原子力委員会としても国際社会における外務省の積極的な原子力外交、核

軍縮・核不拡散外交を今後も関心を持って見守ってまいります。 

  それでは、本日の議題ですけれども、一つ目が、原子力白書に関するヒアリング「低線量

放射線による人体への影響に関する疫学的調査」、二つ目が、使用済燃料再処理機構の使用

済燃料再処理等実施中期計画の変更について（見解）、三つ目が、その他であります。 

  それでは、事務局からの説明をお願いいたします。 

（山田参事官）事務局です。 

  一つ目の議題は、原子力白書に関するヒアリング「低線量放射線による人体への影響に関

する疫学的調査」について、放射線影響協会放射線疫学調査センターセンター長、三枝新

様、同統計課長、工藤伸一様から御説明いただき、その後、質疑を行う予定です。 

  本件は、「基本的考え方」の「３.７.放射線・ラジオアイソトープの利用の展開」に関連

したものです。 

  それでは、三枝センター長、工藤課長、御説明よろしくお願いいたします。 

（三枝センター長）御紹介どうもありがとうございました。公益財団法人放射線影響協会放射

線疫学調査センターの三枝です。 

  本日、「低線量放射線による人体への影響に関する疫学的調査」というタイトルで、当協

会の放射線疫学調査センターで行っております疫学調査について、その概要を御説明させ

ていただきます。 

  当協会の疫学研究は、原子力規制委員会原子力規制庁の委託事業として実施しております。 

  次のスライド２をお願いします。 

  今日お話しする内容は、大きく三つのパートからなっております。まず、Ⅰ．低線量放射

線による人体への影響に関する疫学的調査（Ｊ－ＥＰＩＳＯＤＥ）の概要、これが本日の
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我々からのお話の大半となりまして、最後の６スライドほどが、Ⅱ．近年の低線量放射線

疫学研究の動向、さらに、Ⅲ．Ｊ－ＥＰＩＳＯＤＥの現時点までのまとめ、ということに

なります。 

  では、次のスライド３をお願いします。 

  まず、最初の、Ⅰ．低線量放射線による人体への影響に関する疫学的調査（Ｊ－ＥＰＩＳ

ＯＤＥ）の概要です。 

  Ｊ－ＥＰＩＳＯＤＥというのは、Ｊａｐａｎｅｓｅ ＥＰＩｄｅｍｉｏｌｏｇｉｃａｌ  

Ｓｔｕｄｙ Ｏｎ ｌｏｗ－Ｄｏｓｅ ｒａｄｉａｔｉｏｎ Ｅｆｆｅｃｔｓ の略称となって

おります。 

  お話しする内容は、大きく、１. 調査目的及びＪ－ＥＰＩＳＯＤＥの経緯、2. 第Ⅴ期調

査（２０１０－２０１４年度）の概要、3. 第Ⅵ期調査（２０１５－２０１９年度）の概要、

そして、4. 第Ⅶ期調査（２０２０－２０２４年度）の概要、となります。 

  次のスライド４をお願いします。 

  まず、調査目的及びＪ－ＥＰＩＳＯＤＥの経緯でございます。 

  調査目的としましては、本日のタイトルからもお分かりになりますように、低線量域放射

線の慢性被ばくが人体に与える健康影響について科学的知見を得ることです。 

  そして、その経緯ですけれども、まず、１９８０年代初頭、英国セラフィールド原子燃料

再処理施設付近の小児に白血病が多発しているという論文や報道をきっかけとしまして、

英国電力庁はこの問題について世界的コンセンサスを得ることが重要だとして国際討議を

提唱しました。 

  そのメッセージは日本にも届きまして、１９８３年６月にリヨン会議「原子力産業の作業

者の発がんリスクに関する国際会議」に代表を送っております。そして、国内での検討の

結果、健康調査や死亡原因調査には法的制約が大きく、国際協力上、国が推進母体になる

ことが適切であるとの結論に達しました。 

  次のスライド５をお願いします。 

  それに基づきまして、当時の科学技術庁が国策として推進することを決め、１９９０年に

放射線影響協会に放射線疫学調査センターが設立されました。 

  原子力発電所などの放射線業務従事者２０万人―これは最終的に２０万人ということで

すけれども―を対象とした放射線疫学調査を実施し、後ほど説明しますように、５年ご

とに調査結果を公表しております。本調査事業は当初、科学技術庁が所管となっておりま
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したが、２０００年からは文部科学省に引き継がれ、現在は、２０１３年度より原子力規

制委員会原子力規制庁の所管となっております。 

  次のスライド６をお願いします。 

  ここからは第Ⅴ期調査の概要を御説明したいと思います。 

  次のスライド７をお願いします。 

  Ｊ－ＥＰＩＳＯＤＥ フェーズ１、ちょっと聞き慣れない言葉が出てきましたけれども、

先ほど御説明しましたように、この調査は１期５年の調査をまず２５年続けてまいりまし

た。Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期、Ⅴ期、それぞれが５年ずつありまして、それをまとめて

我々はフェーズ１調査と呼んでおります。そして、後ほど御説明しますが、その結果に基

づきまして、調査手法や調査集団、コホートなどを再検討して、第Ⅵ期、第Ⅶ期を進めて

いるところで、この第Ⅵ期以降の調査をフェーズ２調査と呼んでおります。 

  次のスライド８をお願いします。 

  では、表に基づきフェーズ１調査の流れを御説明したいと思います。 

  まず調査期間ですが、第Ⅰ期調査の５年間は１９９０年から１９９４年に、それに引き続

き第Ⅱ期は１９９５年から１９９９年に、そして、第Ⅲ期は２０００年から２００４年、

第Ⅳ期は２００５年から２００９年、そして、第Ⅴ期は２０１０年から２０１４年にかけ

て行われました。 

  そして追跡期間、これは、それぞれの作業者の健康状態を追跡している期間で、第Ⅰ期に

つきましては１９８６年から１９９２年、第Ⅱ期については１９９１年から１９９７年、

第Ⅲ期からは１９９１年から２００２年、第Ⅳ期につきましては１９９１年から２００７

年、そして、第Ⅴ期は１９９１年から２０１０年となっています。見ていただければ分か

りますように、調査期間が追跡期間というわけではございません。 

  そして、調査対象者の人数ですが、最初の第Ⅰ期は約１８万人でスタートしております。

これは基本的には商用原子炉での作業に従事された方、それと、一部には、例えば当時の

動燃であるとか原研であるとかの研究機関が含まれております。 

  第Ⅱ期になりますと、第Ⅰ期から６万人増えておりまして、これは研究と、先ほど述べま

したような研究機関に併せて燃料加工工場などにも幅を広げて人数を追加しております。 

  第Ⅲ期についても同様で、さらに、ここからは第Ⅰ期の段階ではまだ就労しておられなか

った若い方、そういう方も第Ⅱ期、第Ⅲを経て１０年から１５年経ちますので、これらの

第Ⅰ期開始以降に新たに就労された方々にも対象を広げております。 
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  その結果、解析対象者が、第Ⅰ期は１１万５，０００人、第Ⅱ期はおよそ１２万人、そし

て第Ⅲ期は２０万人、そして第Ⅳ期、第Ⅴ期で大体同じく２０万５，０００人ぐらいとな

っております。 

  その間の死亡者が、第Ⅰ期は１，７００、それが３，０００、７，６００、１万４，００

０、そして２万というふうに増えていっております。 

  そして総観察人年ですが、これは期間中の解析対象者の数とその期間中の年度を掛けたも

のですけれども、それがこのように、最初の第Ⅰ期と第Ⅱ期では解析対象者の人数がそれ

ほど変わっておりませんのでこの総観察人年も変わっておりませんが、その後人数が増え

てきて、しかも期間も増えてきておりますので増えてきているということです。 

  最後に、表の一番下、平均線量ですが、この期間、第Ⅰ期の期間値１３．９、そして、第

Ⅱ期で１５．３、そして、第Ⅲ期で１２．２、そして、第Ⅳ期で１３．３、そして、第Ⅴ

期で１３．８ｍＳｖというふうになっております。 

  次のスライド９をお願いします。 

  先ほどのスライドでも御説明しましたが、まず、調査対象者がおられまして、我々の行う

疫学調査の条件に合った方々のことで、まずは１９９９年３月末までに我々の協会の放射

線従事者中央登録センターに登録された原子力放射線業務従事者２７万７，１２８人、こ

のうち男性が２７万４，５６０人、女性が２，５６８人、この人たちを対象に調査を行う

ということになりました。事業所数としましては、原子力研究開発が１１、商業用原子力

発電所が１８、原子燃料加工が８となります。 

  ただ、このように定めた２７万７，０００人の調査対象者全ての方が本疫学調査の解析対

象者になったわけではありません。 

  次のスライド１０をお願いします。 

  まず、何を行ったかといいますと、生死確認調査を行います。住民票の写しなどによる追

跡調査を行います。これは、当該住所地の市区町村長に、この当該住所地というのは、第

Ⅰ期調査を開始した時点での一番初めは、就労されておられた事業所から教えていただい

た住所なのですが、市区町村長に住民票の写しなどの交付を請求しました。それによって、

もう亡くなっていますということが分かれば死亡と判断します。 

  その次は死因の調査です。もしも死亡と判断された場合は、厚生労働省の人口動態調査死

亡票と照合して、原死因、何が原因で死亡したのかを決定します。 

  次のスライド１１をお願いします。 
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  表を見ていただきますと、一番上に当初我々が対象としたかった調査対象者２７万７，０

００人がございました。このうち実際に市区町村長にお願いしても住所情報が得られなか

った場合、あるいは住所情報が得られたけれども古くてその後の調査ができなかった人た

ちが除外されて、最終的に生死確認者は２１万１，５００人というふうになりました。 

  さらに、ここから解析をする上で必要な条件を満たしていなかったり、それらの情報が得

られなかった方を除外していって、最終的に本疫学調査の解析対象者として２０万４，１

０３人という人数が確定しました。ただ、この場合、女性は対象者数や死亡者数が少なく

て、線量分布も極端に低くて、男性とは別に解析するということになっております。つま

り、解析対象者は男性２０万４，１０３人になりました。 

  次のスライド１２をお願いします。 

  では、それらの方々の個人線量をどのようにして得たかと申しますと、放射線従事者中央

登録センターの原子力登録管理制度に保管されているデータを本人の同意をいただいて活

用しています。原子力事業者が法律に基づく放射線管理に用いている被ばく線量データが

ございまして、測定精度が高く信頼性が高いというのが理由です。 

  次のスライド１３をお願いします。 

  次に、この第Ⅴ期までの間、第Ⅰ期から第Ⅴ期までの２５年の間に生活習慣等調査という

ものを実施しました。背景としまして、悪性新生物、いわゆるがんと、循環器系疾患、つ

まり非がんに関連する要因としては、喫煙とか飲酒などの生活習慣などが知られておりま

す。これらの要因が累積被ばく線量と相関している場合には、放射線と健康との関連に影

響を与える交絡因子となり得ます。 

  放影協が実施してきたこの疫学調査の第Ⅰ期調査報告書の総合評価で、今後交絡因子など

の関与を含めた調査が必要であると述べられています。放射線被ばくによる健康影響を考

える上では、交絡する要因の影響を除外する必要がある。要は、放射線の影響を見ている

のか、それ以外の要因を見ているのかというのをきちんと区別して調査をしなさいという

ことです。 

  次のスライド１４をお願いします。 

  そのためには、生活習慣などのアンケート調査が必要だということになりました。つまり、

喫煙をしているのかとか、飲酒をしているのかとか、そういうような情報を知る必要があ

るということで、１回目の生活習慣調査を１９９７年から１９９９年にかけて実施しまし

た。このときの回答者数は４万９，０００人ほどです。 
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  そして、第２回目の調査も行っております。２００３年から２００４年にかけて実施して、

回答者数は大体４万５，０００人、そして、この二つの調査で大体１万２，０００人ほど

の重複がございます。 

  次のスライド１５をお願いします。 

  ここからがフェーズ１最後の第Ⅴ期調査の概要の解析結果となります。 

  今御説明したような方法で調査を行いまして、最終的に解析対象者、先ほども述べました

ように２０万４，１３０人、そして総観察人年が２８８．９万人年、そして１人当たりの

平均観察期間が１４．２年となっております。 

  次のスライド１６をお願いします。 

  累積線量群別の人数の解析結果ですが、右側のスライド見ていただくと、このように累積

線量群を設定して人数がこのようになっており、その構成割合、そして平均累積線量が示

されており、左側を見ていただきますと、５ｍＳｖ未満の方が６５．４％を占めておりま

す。逆に、１００ｍＳｖ以上の方は３．２％で、相対的に累積線量の低い側に偏った分布

をしております。そして、１人当たりの平均累積線量は１３．８ｍＳｖという、こういう

集団を扱っているということが分かっております。 

  次のスライド１７をお願いします。 

ここからは、過剰相対リスクという言葉が随所で出てくるのですが、この過剰相対リスク

の言葉の御説明をしたいと思います。 

  相対リスク（ＲＲ）であるとか過剰相対リスク（ＥＲＲ）であるとか、いろいろあるので

すが、過剰相対リスクＥＲＲというのは、単位線量当たりの死亡率の上乗せ分というふう

に理解していただければと思います。 

  例えば、ＥＲＲ／Ｓｖが１ならば、この場合、１Ｓｖ被ばくすれば被ばく線量がゼロの死

亡率に死亡率が１上乗せされる。ＥＲＲは相対リスクから１を引いた値で、すなわちＥＲ

ＲはＲＲ引く１で、簡単に言いますと、１Ｓｖを被ばくした場合に、リスクが何倍増加す

るのかというのがこのＥＲＲ／Ｓｖとなります。 

  このＥＲＲの信頼区間の下限値がゼロより大きければ有意に高い、ＥＲＲの信頼区間の上

限値がゼロより小さければこれは有意に低い、また信頼区間がゼロを挟んでいれば、含ん

でいれば、これは有意差はないだろうというような判断ができます。 

  次のスライド１８をお願いします。 

  これは、解析対象者２０万４，０００人を対象としたＥＲＲの解析です。一番左の列に死
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因を、中央の列にはＳｖ当たりのＥＲＲとその信頼区間を記載しています。 

  そして、かなり行の多い表ですけれども、見ていただきたいのは上から三つ目、全悪性新

生物（白血病を除く）の行です。白血病を除く全てのがんに関してはＥＲＲが有意に高か

ったのですが、主たる原因は肝臓がんと肺がんでした。更にそこから下の方に行きますと、

肝臓そして肺という死因の行がございます。それを見ていただくと、ＥＲＲは非常に有意

に高くて、この肝臓と肺のＥＲＲが全がんのＥＲＲを引っ張っているというような感じで

す。 

  そして、全ての悪性新生物の中から、白血病と肺がんを除いた場合どうなるかというと、

肺がんを除くとＥＲＲは１．２０から０．６６まで低下しました。 

  さらに、一番下の行を見ていただいて、全悪性新生物のうち、今度、肺と肝臓がんを除い

た場合、両方とも除いた場合、さらに肝臓がんを除いた場合は、ＥＲＲが０．２３まで低

下して有意ではなくなりました。 

  つまり、部位別にがんを調べたところ、特に注意すべき、考察すべきは肝臓がんと肺がん

であるということがまず分かりました。 

  次のスライド１９をお願いします。 

  次に、今度は非新生物疾患、つまり非がんの疾患について同じような解析を行いました。 

  これを見ていただきますと、非がんの疾患に関してはＥＲＲは有意に高かったけれども、

やはり、要因は慢性肝疾患と肝硬変だということで、主に肝臓絡みのものです。 

  今、全ての非がんの疾患を見たのですけれども、下から２行目、慢性肝疾患及び肝硬変の

ところを見ますと、やはりＥＲＲは有意に高かったということです。 

  では、先ほどがんでやりましたように、非がん全ての中から慢性肝疾患と肝硬変を除いた

場合のＥＲＲを調べたところ、やはりＥＲＲは有意ではなくなったということで、非がん

疾患において考察すべき疾患は、慢性肝疾患、肝硬変であるということが分かりました。 

  次のスライド２０をお願いします。 

  次に、喫煙関連疾患というものに着目しました。解析対象者２０万４，０００人全員につ

いては喫煙の情報がないため、喫煙の交絡の有無を調べる観点で、喫煙に関する疾患と喫

煙に関連しない疾患について死亡率と放射線との関連を検討しました。 

  この表の上の三つの行はがんに関するもの、下の二つの行は非がんに関するものです。 

  そして、がんに関するもので喫煙関連がん、肺がん、食道がん、胃がんなどを含む喫煙関

連がんを調べたところ、ＥＲＲは有意に高いことが分かりました。一方で、非喫煙関連が
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んを調べたところ、ＥＲＲは負であり、有意に高くはありません。 

  では次に、非がんについてはどうかということで、非がんについても調べたところ、非新

生物疾患のＥＲＲについては、いずれも有意に高くはなかったが、喫煙関連で高く、非喫

煙関連では負の値となりました。 

  これらの結果から、どうやら死亡率と放射線との関連には喫煙が交絡しているのではない

かということが分かってきました。 

  次のスライド２１をお願いします。 

  フェーズ１で行いましたこの第１次、第２次の生活習慣調査回答者に対する喫煙調整、つ

まり、喫煙の影響を除外した場合の解析結果を御説明します。 

  死因のところの全死亡、内因死、非新生物疾患というのを見ていただきますと、喫煙を調

整するとＥＲＲは大きく低下し有意ではなくなってしまいました。 

  さらに、上から四つ目の行、悪性新生物、白血病を除く全ての悪性新生物についても喫煙

を調整するとＥＲＲは約６０％低下しました。さらに、胃がん、肺がん、先ほど言いまし

た喫煙関連がんですが、についても、喫煙の調整によりＥＲＲは大きく低下しました。さ

らに、肝がんにつきましては、喫煙を調整してもＥＲＲは大きく低下しませんでした。 

  ということから、最後の肝がん以外は喫煙が交絡していて、喫煙を調整して喫煙の影響を

排除するとどうやらＥＲＲは低下するということが分かってきました。 

  次のスライド２２をお願いします。 

  ここでフェーズ１、第Ⅴ期調査までのまとめをさせていただきます。 

  まず、①解析対象者２０万４，１０３人に対する調査結果として、白血病を除いた全悪性

新生物、あるいは喫煙関連がんの死亡率と累積線量との関連に肺がんが大きな影響を与え

ていることが分かりました。 

  さらに、②生活習慣調査回答者集団７万５，４４２人に対する解析結果として、喫煙が累

積線量と死亡との関連に交絡していることが分かってきました。 

  これらのことから第Ⅴ期調査のまとめとして、「低線量域の放射線が悪性新生物の死亡率

に影響を及ぼしていると結論づけることはできなかった」というのが第Ⅴ期まで２５年間

の調査の最終的な結論となっています。 

  次のスライド２３をお願いします。 

  では、第Ⅴ期調査の結果、明らかとなった課題について御説明したいと思います。 

  まず、①生活習慣等調査。このような調査をやはりしなければならないなということが分
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かりました。先ほど、フェーズ１調査の開始時には生活習慣調査は行っておらず、第Ⅰ期

調査が終わった時点でその必要性が出てきたことからフェーズ１調査を通じて２回行って

いる、と御説明しました。 

  ただし、今後、やはりこういう調査は必要であろうということで、生活習慣調査の結果と

して、教育年数は交絡因子の一つと考えられること、教育年数を調整した場合に喫煙によ

る調整と同程度のＥＲＲの低下が認められたこと、社会経済状態に関する要因も交絡因子

として考慮することが重要であることが分かりました。 

  ということで、今後は解析対象者全員を対象とした生活習慣等調査が不可欠であることが

分かりました。 

  次のスライド２４をお願いします。 

  これは、生活習慣調査結果について、喫煙と教育年数に着目したグラフです。左側は現在

喫煙者の割合を縦軸として示していて、年齢が６０歳以上の方、５０から５９歳の方、４

０から４９歳の方で三つの線を引いており、年齢が高い方ほど喫煙者割合が低くなってい

ます。教育年数については、逆に年齢が高い人ほど教育年数１３年未満の割合が高くなっ

ております。 

  それぞれの割合が実は横軸の累積線量と正の関係にありますので、線量の増加とともに死

亡率の増加が見られたとしても、それが放射線によるものか、喫煙、教育年数の違いによ

るものかが分からないということで、喫煙や教育年数の影響を除外する必要があるという

ことになります。 

  次のスライド２５をお願いします。 

  この図は、喫煙、教育年数による影響を除外した場合の過剰相対リスクＥＲＲの変化を示

しています。特に着目していただきたいのは、右二つの、白血病を除く全てのがんに関す

るものと、肺がんに関するものです。 

  これを見ていただくと分かるように、除外をしなかった場合、あるいは喫煙の影響のみを

除外した場合、あるいは喫煙、教育年数の影響を併せて除外した場合で、少しずつ過剰相

対リスクＥＲＲが下がってきているのが分かります。 

  ということで、やはり、こういう喫煙や教育年数などを除外する必要、影響を除外する必

要があるのだということが分かってきました。 

  次のスライド２６をお願いします。 

  このように、①生活習慣調査をやはりやらなければならないということが第Ⅴ期の反省と
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いうか、結論として出てきました。それ以外にも②がん罹患情報の活用、ということも今

後やっていかなければならないということが分かりました。 

  死亡・死因は健康影響の指標としては、罹患と比べて鋭敏ではないということになります。

というのも、がん罹患、がんには罹患したけれども治療によって死ななかったというよう

な場合もあります。その場合の、がんに罹患したというような情報は、死亡・死因の指標

を用いた場合には反映されて来ません。ですから、死亡・死因は健康影響の指標として鋭

敏ではない、と言えます。 

  そして、より信頼性の高い健康指標ということで、２０１６年からがん登録等の推進に関

する法律に基づく全国がん登録データベースが利用可能になったということも重要な要素

となります。ですので、本人同意を得たがん罹患情報の活用が必要であるということにな

ります。 

  次のスライド２７をお願いします。 

  これらの問題点や課題を踏まえた上でスタートしたＪ－ＥＰＩＳＯＤＥのフェーズ２、第

Ⅵ期調査の概要について次のスライド２８から説明させていただきます。 

  次のスライド２８、２９をお願いします。 

  第Ⅵ期調査では、協会放射線従事者中央登録センターに登録された放射線業務従事者約２

１．３万人を対象に、新疫学調査への参加の意思確認調査と生活習慣調査を実施し、同意

者全員からなる調査対象集団を設定しました。 

  設定における新たな方策としまして、Ｏｐｔ－ｉｎによる意思確認調査を行いました。先

ほど述べましたフェーズ１第Ⅴ期までの調査はＯｐｔ－ｏｕｔという意思確認のやり方を

しておりました。つまり、調査への参加を拒否する人、協力したくないよという人だけ御

連絡くださいというやり方です。でも、Ｏｐｔ－ｉｎという意思確認調査の場合は、協力

しますよという方は御連絡をくださいというような形になります。詳しくは後ほど御説明

します。 

  さらに、対象者全員に対する生活習慣調査を行う事、がん罹患情報の活用が必要であると

いう事、そして、がん罹患情報を活用するのならば、体のどこにどのようながんができた

のかというのも一つの重要な情報ですので、臓器別の線量の適用、臓器線量の適用が必要

になってくるだろうということになりました、 

  次のスライド３０をお願いします。 

  これらの４つの新しい方策について、少し詳しく説明します。 
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まず、1. Ｏｐｔ－ｉｎによる意思確認調査です。先ほど説明したように、Ｏｐｔ－ｉｎ

とＯｐｔ－ｏｕｔを比べますと、Ｏｐｔ－ｉｎの方が非常に手間も掛かり、時間も掛かり、

そして、調査の対象になる方からすると、調査に参加するためには意思確認の意思をきちん

と示さなければならないということもあり、調査対象者からするとＯｐｔ－ｏｕｔと比べて

ハードルの高い意思確認の方法となっています。ただ、やはり昨今の個人情報保護の動向な

どを踏まえて、このような手法を取ることの必要性が出てきています。 

  次いで、２. 生活習慣等調査の実施です。新たなコホート研究におけるベースライン調査

として対象者全員に生活習慣等調査を意思確認調査とともに実施しました。主な項目とし

ては、先ほど来述べていますような、喫煙、飲酒、教育年数、そして業務経験ということ

で、詳しくは後ほど御紹介します。 

  次のスライド３１をお願いします。 

  さらに、３. がん罹患情報の活用です。２０１６年１月から我が国で全国がん登録の制度

が開始しました。そして、２０１６年のがん登録情報は２０１９年１月から利用可能にな

っており、放影協は全国がん登録情報の提供の対象者として厚生労働省令で定められまし

た。 

次のスライド３２をお願いします。 

  そして、４. 臓器吸収線量の適用です。背景としまして、国際放射線防護委員会の２００

７年勧告（ＩＣＲＰ Ｐｕｂ １０３）において、実効線量は疫学調査のために使用すべ

きでない、リスク評価には臓器線量を考慮する必要がある、というふうに述べられている

こと、また、国際的な放射線疫学調査ではがんによる罹患・死亡の評価に臓器吸収線量が

用いられていることがあります。そこでＪ－ＥＰＩＳＯＤＥを進めるにあたり、主要１２

臓器別に線量計指示値から臓器吸収線量への換算係数を構築し、臓器吸収線量を用いるこ

ととしました。これは後に１５臓器まで拡大されています。 

  次のスライド３３をお願いします。 

  これら、第Ⅵ期調査で行った様々な変更に基づいて、第Ⅶ期調査をスタートさせました。

次のスライド３４をお願いします。 

  第Ⅶ期調査は２０２０年から２０２４年にかけて実施し、来年度が第Ⅶ期調査の最終年度

となります。 

  次のスライド３５をお願いします。 

  このスライドには先ほど来出ていますフェーズ１の第Ⅴ期解析と、始まったばかりのフェ
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ーズ２の第Ⅶ期解析の比較を載せております。 

  人数としましては、第Ⅴ期調査は２０万人強でしたが、そのうち生活習慣の情報を持って

いる者は合計で７万５，４４４人、第Ⅶ期調査では７万７，９９３人で、生活習慣情報を

持っているアンケートに答えてくれた集団としてはほぼ同じような規模になっております。 

  線量に関しては、旧フェーズ１コホートが記録線量のみであったのに対し、フェーズ２調

査では、記録線量とさらに臓器線量、１５臓器が使われるようになりました。 

  外部比較、内部比較ともにエンドポイントとして、先ほど来御説明していますように、フ

ェーズ１調査では死亡のみが扱われたのに対し、第Ⅶ期調査を含むフェーズ２調査では、

死亡に加えがん罹患情報が、データとして使えることになっております。 

  そして、調整変数ですけれども、到達年齢、暦年、地域、喫煙、飲酒、職種、職位、教育

年数などで、フェーズ２では、より詳しい情報をということで、それらに加えて食習慣、

雇用企業、企業規模、既往歴等ということとしております。 

  次のスライド３６をお願いします。 

  ここから我々のＪ－ＥＰＩＳＯＤＥ調査のご説明から少し離れまして、Ⅱ．近年の低線量

放射線疫学研究の動向、について簡単に御紹介させていただきます。 

  ２０２２年にＷ. リューム博士、この方は国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）主委員会の

委員長、さらにＤ．ローリエ博士、この方はＩＣＲＰの放射線影響を専門に扱う第１専門

委員会の委員長、そしてＲ．ウェイクフォード博士、この方は第１専門委員会のメンバー

で、放射線疫学調査の分野で国際的に名の知れた方です。この３人の方が共著で論文を出

しました。論文のクレジットにはＩＣＲＰとの関係は一切書かれていないのですけれども、

今御説明しましたように、ＩＣＲＰの大きな考え方を示しているというふうに理解して良

いかと思います。 

  この論文では、次に御説明します三つの分野の論文について詳細な解析を行っています。 

  まず一つ目の分野は、原爆被爆者における放射線関連がんリスクに関する知見。これは、

具体的には、原爆被爆者の寿命調査によるがん罹患に関する最新の論文について、２０２

２年より前に発表された２０１７年の論文や、がん死亡に関する２０１５年の論文を読み

込んで、それをレビュー（評価）しています。 

  さらに二つ目の分野として、単一ではなくて合同、つまり幾つかの疫学調査を一つにまと

めた合同解析による放射線関連がんリスクに関する知見。具体的には、２０１５年に発表

されたＩＮＷＯＲＫＳ論文という、合同解析論文のレビューを行っています。この 



－14－ 

ＩＮＷＯＲＫＳというのは、英米仏の原子力作業従事者のコホートの合同解析です。 

  そして、三つ目の分野として、このＩＮＷＯＲＫＳ合同解析の公表の後、主に２０１７年

以降に公表された放射線関連がんリスクに関する追加研究からの知見です。米国の国立が

ん研究所が大部の研究論文を２０２０年に公表しておりまして、それについてレビューを

行いました。 

  次のスライド３７をお願いします。 

  結論としまして、リューム博士らは、この論文の要約の中でこのように述べております。 

  「Ｉｎ ｓｕｍｍａｒｙ, ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ ｅｖｉｄｅｎｃｅ ｗａｓ ｆｏｕｎｄ 

ｆｒｏｍ ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｉｃａｌ ｓｔｕｄｉｅｓ ｏｆ ｅｘｐｏｓｅｄ ｇｒｏ

ｕｐｓ ｏｆ ｈｕｍａｎｓ ｔｈａｔ ｉｏｎｉｚｉｎｇ ｒａｄｉａｔｉｏｎ ｃａｕｓｅ

ｓ ｃａｎｃｅｒ ａｔ ａｃｕｔｅ ａｎｄ ｐｒｏｔｒａｃｔｅｄ ｄｏｓｅｓ ａｂｏｖｅ 

１００ｍＧｙ, ａｎｄ ｇｒｏｗｉｎｇ ｅｖｉｄｅｎｃｅ ｆｏｒ ｄｏｓｅｓ ｂｅｌｏｗ 

１００ｍＧｙ.」簡単に訳しますと、被ばくしたヒト集団の疫学研究から電離放射線が１０

０ｍＧｙを超える急性及び長期の線量でがんを引き起こすという実質的な証拠が見付かっ

ており、さらに、１００ｍＧｙ未満の線量においても証拠が増えてきている、というふう

に結論を付けています。 

  次のスライド３８をお願いします。 

  最後に、本日のお話のまとめとなります。Ｊ－ＥＰＩＳＯＤＥの現時点までのまとめとし

まして、次のスライド３９をお願いします。 

  Ｊ－ＥＰＩＳＯＤＥ、フェーズ１調査では、低線量域の放射線が悪性新生物の死亡率に影

響を及ぼしていると結論付けることはできない、と結論づけています。 

  この結果というのは、海外における様々な放射線疫学研究と齟齬があるものではありませ

ん。それを示すために、各国で行われた原子力発電施設などの放射線業務従事者コホート

の疫学調査における白血病を除く全がん又は固形がんにおける過剰相対リスクの結果を表

にしました。 

  このように有意に高いという知見を示している調査もございます。イギリスの軍事関連施

設などの従事者コホート、ロシア、ＩＮＷＯＲＫＳというものでは有意に高くなっている

のではないかという、そういうまとめをしています。 

  一方で、有意差はなかったというのは、我々Ｊ－ＥＰＩＳＯＤＥであり、米国であり、フ

ランスであり、カナダであり、韓国の放射線疫学調査の取りまとめです。 
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  ということで、最後のスライド４０をご覧下さい。フェーズ２調査の特徴・優位性という

ことで、Ｊ－ＥＰＩＳＯＤＥは臓器線量の使用、喫煙など生活習慣の調整、罹患解析の三

つを可能とする世界初の調査となり、放射線リスクの検討に際して精度、妥当性の高い結

果を得ることが期待されています。 

  先ほど直前のスライドで御説明しました海外の主な放射線業務従事者疫学研究と比較しま

すと、日本は、臓器線量を使っています。生活習慣も調整しています。罹患解析も行って

います。一方、１５か国合同解析というのは、臓器線量は使っているものの喫煙など生活

習慣の調整もしておらず、罹患解析もしていません。ＩＮＷＯＲＫＳにつきましても同様

です。英国の調査につきましては、これは逆に罹患解析は行っておりますけれども、臓器

線量、喫煙など生活習慣調整を行っておりません。 

  ということで、我が国のＪ－ＥＰＩＳＯＤＥフェーズ２は、２０１５年度に第Ⅵ期がスタ

ートして、第Ⅵ期にコホート、集団を設定いたしまして、今、２０２０年度にスタートし

た第Ⅶ期の最終年度となっております。 

  まだスタートしてそんなに年月は経っておりませんけれども、これを見ていただくと分か

るように、非常に優位性を持った調査ということになると考えております。 

  どうも御清聴ありがとうございました。 

（上坂委員長）三枝さん、詳細な説明ありがとうございました。 

  本調査は、放射線安全のため、疫学的にも統計学的にもとても詳細で重要な調査であると

認識しております。 

  それでは、原子力委員会から質問させていただきます。 

  それでは、直井委員からお願いします。 

（直井委員）御説明どうもありがとうございました。 

  放射線作業従事者の被ばくデータというものの測定がしっかりできているので、放射線の

影響、低線量放射線による人体への影響に関する疫学的調査というものは大変貴重な調査

であるというふうに理解いたしました。 

  幾つか教えていただきたいのですけれども、まず初めに、第Ⅴ期の調査結果が２０ページ

ぐらいからこのＥｘｃｅｓｓ Ｒｅｌａｔｉｖｅ Ｒｉｓｋの評価で報告がなされている

のですけれども、その中で、２１ページ目ですね。この２１ページ目は、いわゆる生活習

慣の調査に答えてくれた人たちの７万５，４４２人が対象で、この結果として、喫煙をし

ている人は、がんの死亡率が高いのでしょうけれども、喫煙していないという人を対象に
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した低線量による人体への影響、がんの死亡というのは、相関は見られなかったという理

解でよろしいのでしょうか。 

（工藤統計課長）ちょっと回答申し上げます。 

  この解析は喫煙者と非喫煙者に分けた解析ではなくて、集団全体の中で放射線のリスクを

推定する際に喫煙の影響を解析の手法として除外して、それで集団全体として出したもの

です。 

  ですから、７万５，０００人を分けたわけではなくて、７万５，０００人全体に対して喫

煙の影響を除外して放射線リスクを推定する。そうすると、全死亡では１．０５から０．

４５に下がると、そういうことです。 

（直井委員）それから、肝がんについて、同じページですけれども、肝がんは喫煙を調整して

もこのＲｅｌａｔｉｖｅ Ｒｉｓｋが低下しないということは、肝がんは喫煙習慣とは相

関がないだろうということでしょうか。 

（工藤統計課長）肝がんは原因の８割がウイルスだと言われております。したがって、肝がん

に占める喫煙の影響というのは小さいので喫煙調整効果が小さいのではないかと考えてい

ます。 

（直井委員）それから、第Ⅴ期調査の課題として、その死亡・死因を健康調査、影響の指標と

して使ってきたということでしたが、その感度が鈍いというようなことで適当ではなかっ

たのではないかということで、第Ⅵ期調査でがん罹患情報を指標とするということと、対

象者全員を調査実施に関わる意思確認と調査実施を受け入れてくれた方全員に生活習慣調

査を行うこと、さらに、がんの登録制度の情報を使って調査をするというような予定にな

っていること、非常に楽しみな調査だなと思ったのですけれども、それで、３５ページの

ところに第Ⅴ期解析と第Ⅶ期解析とあるのですけれども、第Ⅵ期の解析のこの表というの

はないのでしょうか。 

（三枝センター長）第Ⅵ期は新たな集団を設定するためにおおよそ、既にあった２０万人の方

に新しい集団に参加していただけますかという依頼をする期間としておおよそ丸々５年掛

かっておりまして、実際の解析は第Ⅶ期からするが予定されています。 

（直井委員）そういうことなのですね。理解しました。 

（三枝センター長）あと、済みません、第Ⅴ期まで死亡を使っていて感度の低い解析というよ

りは、我々もがん罹患を使うことが重要だというのはその時点で分かっていたのですが、

そもそも残念ながら日本にそのような情報の国家レベルのデータベースがなかったという
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ことが大きな要因となります。 

（直井委員）それから、がんの罹患ですとか、がんに伴う死亡に至る様々な要因について相関

のある、なしを定量的に解析するこういったコホート疫学研究というのは、なかなか理解

することが難しいのですけれども、現状までの調査研究では低線量域の放射線ががん罹患、

それに伴う死亡率に影響があるという解析結果は得られていないという理解でよろしいで

しょうか。 

（三枝センター長）はい。 

（直井委員）それから、近年の疫学研究の動向の結論を３７ページに記載されていますけれど

も、今までお話を聞いてきました疫学的調査は長期間かけて低い放射線量を浴びてきてい

るケースだけれども、この疫学研究の結論は割と急性の被ばくというようなことなのでし

ょうか、これは「ａｃｕｔｅ ａｎｄ ｐｒｏｔｒａｃｔｅｄ」という。 

（三枝センター長）ａｃｕｔｅとｐｒｏｔｒａｃｔの両方を見てということです。スライド３

６にそこで引用した論文が書いてありますが、一番上の原爆、こちらが急性になります。

残り二つは従事者の調査ですので、こちらは低線量を長く被ばくした集団となります。そ

れらをレビューしてこのリュームらはこのような結論を出したということです。 

（直井委員）はい、分かりました。どうもありがとうございます。 

  私は以上でございます。 

（上坂委員長）岡田委員、お願いします。 

（岡田委員）御説明ありがとうございます。 

  私の方からは基礎的な質問ですけれども、まず、４ページ。このＪ－ＥＰＩＳＯＤＥの経

緯のところですが、２のところの③で、国内での検討の結果、健康調査や死亡原因調査に

は法的制約が大きくというので、この法的制約というのは情報を取るときの法的制約とい

うことでしょうか。まず１点、それをお聞きしたいです。 

（工藤統計課長）そうです、主におっしゃるとおりです。人口動態。死因を得るための人口動

態調査死亡票のデータを扱うには、行政機関ですとか、あと大学などの研究機関でなけれ

ばかなり難しいということになりますので。 

（岡田委員）はい、分かりました。 

  次にですが、８ページのところで、調査対象が男性で、第Ⅰ期から第Ⅴ期までありますけ

れども、これは、この人数の中に同じ人が入っていると考えていいのですか。 

（工藤統計課長）そうですね、第Ⅱ期で捕まえた集団は第Ⅴ期までずっと入っております。Ⅰ
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期はまた初めてですので少し違うのですが。 

（岡田委員）分かりました。皆さん働いていらっしゃるから入っているだろうと想像しました。 

  そうなると、ページ９の２７万７，１２８人というのは全部が入っている。全部ではない

でしょうが、退職された方もいらっしゃる。 

（工藤統計課長）もちろん退職された方もいらっしゃいます。１９５７年から働き始め、働い

た従事の記録が残っているのが、一番古いものが１９５７年度になります。そして、そこ

から、ちょっと西暦が分かりにくいのですけれども、平成１０年度までに働いた方、これ

がⅤ期までの対象になっております。一度でも働いた方は入っておりまして、退職された

方も含んでおります。 

（岡田委員）分かりました。次に、１１ページです。このときに人数も少ないし、女性が対象

外になったというのを書いてあります。そのところで、除外理由のところで、線量分布は

極端に低くて、低いところの側にいるので男性とは別に解析することにしたというのは、

これは別に解析しているのでしょうか。 

（工藤統計課長）女性については、日本人の女性集団と比べて死亡率が高いか低いか、全死亡

の死亡率が高いか低いか、ＳＭＲと呼んでいるのですけれども、そこはこれまで見てきて

おります。そして、有意差は得られておりません。ただ、線量は非常に低くて、今追いか

けている集団ですと４分の３がゼロｍＳｖです。そして、１０ミリを超えている人という

のは１０人ぐらいなものですから、線量に応じて死亡率が上がるかどうかという、線量反

応の解析はちょっとできません。みんな下ですので。 

（岡田委員）分かりました。 

  それで今、線量の話が出たのですが、線量の１０以下というのがありますよね。１６ペー

ジ、５ミリ以下。これは実際に測定されているのでしょうか。 

（工藤統計課長）はい、測定されております。 

（岡田委員）そうですか。 

（工藤統計課長）はい。実際にフィルムバッジを付けて管理区域に入って、そこで記録された

線量の累積で見ております。 

（岡田委員）私も実際に業務従事者だったのですが、大体は検出限界以下という結果だったの

で。 

（工藤統計課長）検出限界未満という。 

（岡田委員）そうそう。 
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（工藤統計課長）その場合はゼロミリとしてカウントしております。 

（岡田委員）ゼロミリにカウントしているのですか。 

（工藤統計課長）はい。ですから、ここはゼロミリを超えた線量の累積値ということになりま

す。 

（岡田委員）分かりました。ありがとうございます。 

  今、女性はその死亡率ということでのデータがあるという話ですけれども、極端に低線量

側にあるということは、日本の女性、海外はちょっと分かりませんけれども、業務従事者

としての限度がありますよね、全般、３か月で５ｍＳｖという。あれが影響していて、そ

ういう強いところで女性が働かないようになっているのでしょうか。 

（工藤統計課長）それもあると思います。 

  ただ、もともと、ちょっと定性的な言い方になりますけれども、現場に入って定期点検の

ときなど、そこはやっぱりある程度力が必要な仕事もありますので、そもそも女性自身が

少ないという、ほとんど多分入らないのではないでしょうか。 

（岡田委員）はい、ありがとうございました。 

  先ほどの生活習慣の中に、よく私たち、放射線を皆さんに話すときに肥満とか、それから

運動習慣などの情報と比べて話をするのですが、それは今後、情報として入れることがあ

るのでしょうか。 

（工藤統計課長）肥満、ＢＭＩのデータも我々は取っておりますので、今後使うかもしれませ

ん。ただ、日本の場合、海外に比べると極端に太っている人というのはそもそも従事者に

おりませんので、ＢＭＩが高いといっても、少し太っているくらいですかね。 

（岡田委員）非常によく分かりました。ありがとうございます。 

（上坂委員長）それでは、畑澤参与からも専門的な観点から御意見をいただければと存じます。

よろしくお願いします。 

（畑澤参与）御説明いただきましてありがとうございました。 

  大変ありがとうございました。大変詳細な解析で、世界的にも非常に貴重なデータだと思

いました。 

  それで、まず私の方からの質問は、フェーズ１の方のこれまでのデータの解析についてで

すけれども、様々な交絡因子を除外すると死亡率の上乗せ効果、低線量放射線による死亡

率の上乗せ効果はないという解析結果だと思います。 

  それで、この解析をするときにその交絡因子の影響を数学的に解析するときは、多変量解
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析を使ったと理解してよろしいのでしょうか。 

（工藤統計課長）おっしゃるとおりです。解析モデルの中に喫煙なり教育年数のデータを入れ

れば、放射線リスクの推定値からは喫煙や教育年数の影響が除外されることになります。 

（畑澤参与）全てその交絡因子を一度に入れて、単変量ではなくて多変量で解析しているとい

うことですね。 

（工藤統計課長）多変量で、はい、行います。 

（畑澤参与）ありがとうございます。 

  それから、線量の分布は低線量から１００に近いところの分まで人数にはばらつきがあり

ますけれども、含まれているわけです。平均すると１３．８ｍＳｖの被ばく線量というこ

とですけれども、１００ｍＳｖ以下で低線量の人と高線量、１００ミリに近い方の群分け

をした解析というのはないものなのでしょうか。 

（工藤統計課長）線量群別にそれぞれのリスクを算出はしますけれども、ばらつきもあります

ので、それを出した後に全体に線を引いてＥＲＲ／Ｓｖで見るというのが一般的に用いら

れますので、そういう解析を行っております。おっしゃるように、線量群別に分けると低

いところでも高いものが見られたりしますけれども、低いものも見られたりして、更に部

位別にしますと数がどんどん少なくなりますから、ばらつきが大きくなりますので、一般

的には全体的に線を引いてそれで見ます。 

（畑澤参与）分かりました。 

  今お聞きしたのは、よく低線量被ばくによるホルミシス効果があるのではないかというこ

とで、それを検証するための群というのはなかなか一般社会の中ではないわけですよね。 

（工藤統計課長）恐らく、そうです、はい。 

（畑澤参与）ですから、ホルミシス効果があるのかどうかというのは大変議論になっています

し、それを研究する、検証するその群というのはなかなかないものですから、今回の１０

０ｍＳｖ以下の群がそういうことを解析する群として解析していただきたいなというふう

にと思いました。 

  それから、今のこの解析というのは、世界的に、国際的に決まっているのですけれども、

蓄積した線量を対象としていますね。一方では細胞放射線生物学的には被ばくが起こると

それを修復する機能があるというのも、これもまた分かっている事実なわけです。 

  それで、今までの放射線の安全規制のための法令というのは修復はないという前提で、蓄

積されたものを評価しているわけです。そうしますと、生物の持っている修復機能を考え
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れば、蓄積線量というのは過剰な被ばく評価になっているのではないかと議論もあります。

これはどっちが正しいとか、決着もついていないわけですけれども、そういうことを検証

するためのすごく大事な集団をお持ちになっているのではないかと思うのです。ですから、

どういうふうに群分けすればいいかというのはよく考えないといけないのですけれども、

短期間の被ばくの方と長期間の被ばくの方と群分けをして、かつ、その被ばく線量が同等

であるような、そういう群を作って解析すれば人の集団のレベルで細胞生物学的な議論に

示唆を与えるデータが出てくるのではないかと思いまして、そういう解析も是非していた

だければと思いました。 

  それから、今度のフェーズ２の方ですけれども、これは臓器吸収線量をベースにするとい

うこと、それから罹患の解析をするということ、生活習慣病を含めた解析をするというこ

と、これも今まで全くデータのない、より詳細な人のレベルでの低線量被ばくを解析する

母集団になると思いますので、大変期待しているところです。どうぞよろしくお願いしま

す。 

（工藤統計課長）ありがとうございます。 

（畑澤参与）畑澤の方からは以上です。 

（上坂委員長）それでは、上坂の方から幾つか質問させていただきます。 

  まず、１６ページですが、今回の調査の、Ⅴ期の調査の線量分布が出ていて、１００ｍＳ

ｖを超えている方も３．２％と。それから、平均では１３．８ｍＳｖ。 

  それで、それを受けて、３９ページの最後、まとめの方ですが、今回のＪ－ＥＰＩＳＯＤ

Ｅの調査では、黄色にあるようなコメントであると。 

  一方、他のデータを見る、有意に高いと有意差なしがあるのですが、二つの先ほどのよう

な線量分布ですね。二つの調査を比べると線量分布が分かるのでしょうか。 

（工藤統計課長）論文によって線量分布が出ているものと出ていないものはありまして、ただ、

いずれにせよやっぱり低線量側に偏ったスキュー（非対称）な集団になっております。 

  日本は比較的低い方ではないでしょうか。低いといっても、我々の今の集団は１５ミリと

か、そういう近辺でして、海外だと２０とか３０というのが多いようです。ロシアだけ突

出して大きいのですけれども。 

（上坂委員長）ここ、左の有意に高い方ですけれども、これでは軍事施設が特徴的で、そうす

ると、推測するに、その燃料からのα線としますと生物効果は高いです。その差が出てい

るかなという感じがします。 



－22－ 

（工藤統計課長）はい、おっしゃるとおりでして、ロシアなどでもプルトニウムの吸入なども

ありますので、日本は軍事施設はありませんので、放射線従事者といいましても集団が全

然違います。 

（上坂委員長）我々の自然放射線の４分の１ぐらいがラドン系列からですね。だから、これら

の施設はラドンも多いだろうというのが推測できますね。分かりました。 

  実は私も放射線生物学の実験で細胞にＸ線や陽子や炭素線を照射しまして、そのＤＮＡの

損傷の形とか分布を顕微鏡で見たのです。まず、バックグラウンドで何も照射していない

細胞核内のＤＮＡもかなり損傷を受けていて。それは細胞にもよるのですけれどもね。そ

れは、その環境による化学物質の注入とか。あるいは、動物だったらメンタルなどの要因

もある。そのようなこともあって、体内での化学反応で活性酸素とかＯＨラジカルができ

て、そして間接作用で損傷が起きているのかなと。そのバックグラウンドを有意に上回る

濃度の放射線の影響を出すには、経験的にはもう数Ｇｙ以上は当てないと差が出ない。い

わゆる横軸をＧｙ単位にすると有意に数が違うぐらいですね。 

  ですから、今回の調査ですと、１００ｍＳｖ以下となると非常に分からないかなと。です

から、細胞によっても、生物によってもその個々の違いがあると思うのです。したがいま

して、ないわけではないけれども、なかなか検出が難しいというのが現状かなと。それが

ここまでの全ての調査の結果が言っていることかなと思います。また、最後の方に紹介さ

れた、３６ページと３７ページに御紹介された、著名な学者のレビューペーパーでこうい

う結論ですね。あるかもしれない。エビデンスもあるというようなことですね。分析の仕

方によっては、あり得るかなと思います。 

  ですが、全体の分布を取ってみると、また違う判断かもしれないけれども、一部の結果で

はこういうケースもある。少なくともゼロではないわけですから。非常に重要なＤＮＡの

ところが損傷されたら、少ない線量でも影響は出るケースは当然あると思うので、こうい

う結果もある。当然だと私は理解しております。 

  そして、１８ページと１９ページにＥＲＲが詳細に表で書かれています。これは全て実測

データに基づいていらっしゃるのでしょうか。 

（工藤統計課長）そうです。 

（上坂委員長）ＬＮＴモデル使って、データ、そういうものを使ったということもあるのでし

ょうか。 

（工藤統計課長）はい、実測された値で、ＬＮＴモデルで解析しております。 
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（上坂委員長）そうですか。はい、分かりました。 

  低線量被ばくの影響を見る場合、そのＬＮＴを前提にするのでなくて、被ばく線量ごとに

その影響を評価するべきではないかという気もするのですけれども、ＬＮＴを使っている

ということはどういうことですか。 

（工藤統計課長）カーバチャー、曲率を見て、そこはちょっと議論があるのですけれども、直

線なのか直線でないのか分からないので、まずは直線でやっておけば大きく間違うことは

ないのではないかな、そういうスタンスでやっております。 

（上坂委員長）なるほどね。 

（工藤統計課長）今後の解析でこういうカーブが見えてきたら、またそれは曲率を当てはめる

ということもあるかもしれません。 

（上坂委員長）はい、分かりました。 

  ２年前にＵＮＳＣＥＡＲが福島での放射線による健康影響の可能性は極めて低いというレ

ポートを出したと。それは福島のデータだけではなくて、ここまでの蓄積してきた全ての

データに鑑み、そう結論を出してレポートを書かれました。このＵＮＳＣＥＡＲとＩＣＲ

ＰとＩＡＥＡとの役割分担を確認させていただけないでしょうか。 

（三枝センター長）その三つがやはり重要なポイントだと思います。 

  例えば、ＵＮＳＣＥＡＲ、国連科学委員会に関しましては、例えばある時期、何年から何

年までの間に公表された査読付き論文に限定して、それをレビューして、その結果を科学

的な結果として示すわけです。ＵＮＳＣＥＡＲが示すものの中には、例えば、これはリス

クとして高いとか低いとか、そういうような説明は一切ありません。サイエンスとしてこ

ういう結果になっていると。 

  それに基づきまして、今度はＩＣＲＰがその何年か後に行われる報告書、それは必ずしも

主勧告ではないのですけれども、小さな報告書の中にその結果を引用して行うということ

になります。ただ、ごくたまにＩＣＲＰの方が問題意識があって先に走ってしまうときも

あります。例えば、白内障の線量限度なんかはＩＣＲＰ主導で行われております。 

  そういうようにして最終的に何年か、恐らく１０年とか１５年置きに出てくるＩＣＲＰの

主勧告の中で、ＥＲＲはこうなるよ、単位線量当たりでのリスクはこうなるよというよう

なものがものすごくシンプルな表として出てきます。ここまではどちらかというとサイエ

ンスとリスク評価の世界で、今度はＩＡＥＡがそれらの情報を持って、では、ＩＡＥＡと

しての方針はどうするのか、あるいはＩＡＥＡだけではなくてＥＵ関連の機関の中での報
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告書の中でどうリスクを定めていくかというような議論になります。 

  ですから、一言で言いますと、サイエンス、リスク評価、ポリシーと言ったらいいですか

ね、というような、こういう三段階になっているというふうに理解していただければと。 

（上坂委員長）はい、よく分かりました。 

  細かいのですが、このＯｐｔ－ｉｎとＯｐｔ－ｏｕｔですけれども、Ｏｐｔ－ｉｎのデー

タは、第Ⅴ期から採用されたのですか。Ｏｐｔ－ｉｎのデータは。 

（工藤統計課長）Ｏｐｔ－ｉｎはフェーズ２、第Ⅵ期からになります。第Ⅴ期まではＯｐｔ

－ｏｕｔ。 

（上坂委員長）はい。 

 それと、罹患、全国がん登録情報の活用は第Ⅶ期からになりますか。 

（工藤統計課長）そうです、解析を行うのがⅦ期からになります。この法律が２０１６年から

できましたので。 

（上坂委員長）分かりました。 

  最後ですが、４０ページ。このようにこのＪ－ＥＰＩＳＯＤＥの調査と他の調査との優劣

が書かれて、非常に明確であって。この調査の客観性といいますか、精度の高さを表して

いる重要な表だと思います。今後、これを是非、英文にして世界にＰＲしていただきたい

と思います。 

（工藤統計課長）はい、ありがとうございます。 

（上坂委員長）是非宣伝して、この調査、これからⅦ期の結果も出てきますので、それと一緒

にでも結構ですので、和・英でこの表を載せて世界に公開していただきたいと思います。 

（工藤統計課長）分かりました。 

（上坂委員長）ほかに委員の方々から何か追加質問はありませんか。 

  それでは、どうも御説明ありがとうございました。 

  では、Ⅶ期もどうぞよろしくお願いします。 

  議題１は以上でございます。 

  次に、議題２について事務局から説明をお願いいたします。 

（山田参事官）二つ目の議題は、使用済燃料再処理機構の使用済燃料再処理等実施中期計画の

変更について（見解）です。 

  こちらは、経済産業大臣が使用済燃料再処理機構（ＮｕＲＯ）の使用済燃料再処理等実施

中期計画の変更について認可をするに当たり、再処理等拠出金法の制定時の附帯決議を踏
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まえ、経済産業大臣より原子力委員会へ委員の意見が求められたことによるものです。 

  令和６年３月１４日、第８回原子力委員会定例会議における資源エネルギー庁からの御説

明を踏まえ見解案を取りまとめました。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

（梅北参事官）事務局から説明をさせていただきます。 

  資料は、資料第２号です。本件、今、御紹介ありましたけれども、中身的には先週の原子

力委員会で資源エネルギー庁の担当課長から説明があった内容、それに対して意見を求め

られておりますので、それに対する見解というものになります。 

  資料第２号の一番初めに書いておりますけれども、これも御紹介ありましたように、使用

済燃料再処理機構の使用済燃料再処理等実施中期計画の変更についてということで、一番

下に書いておりますけれども、原子力委員会の意見は別紙のとおりであると。 

  次のページを御覧ください。 

  次のページに原子力委員会の見解ということで、案をまとめさせていただいております。 

  最初の方は経緯が書いております。中段にありますけれども、今般の実施中期計画、２４

年度から２６年度の３年間であるということを書いております。そのほか、下に書いてお

りますけれども、実施場所がどこであるとか、実施時期、量、これについては先週来、説

明があった内容でございますので、今私からの説明は割愛します。 

  「一方、電気事業者が」と書いているところですけれども、これについても以前の原子力

委員会で説明があったところですけれども、本年２月に公表したプルトニウム利用計画に

ついて記載しております。 

  ここで回収されるプルトニウムについて、加工や輸送等に必要な期間を踏まえて、２０２

７年度以降にプルサーマル炉で消費されることが想定と、日本で回収されたプルトニウム

については２０２７年度以降いうことは書いておりますけれども、「ただし」ということ

で書かせていただいておりますが、いろんな不確定要素を含むものであって、今後の進捗

状況によっては変わり得るということも注として書いております。 

  その下以降、原子力委員会としての考え方がまとまっているということで丁寧に説明させ

ていただきます。このため、今般示された実施中期計画のように、再処理からＭＯＸ燃料

集合体への加工、プルサーマル炉での照射までに要する期間を考慮すると、六ヶ所再処理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設の稼働初期においては、我が国全体としてのプルトニウム保

有量が一時的に微増することもあり得ると原子力委員会としても認識していると、その上
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で、将来的には同保有量が減少する見通しが示されることが重要であるということを示し

ております。基本的には、事業者が出してきた利用計画でもう既に示している見解と同じ

見解でございます。 

  これを踏まえて、原子力委員会として、今般の中期計画を経産大臣が認可するに当たって、

原子力の平和利用、プルトニウムの需給バランス確保の観点から、以下の点について必要

かつ適切な指導を行うよう求めるということでございます。 

  ①から④までありますけれども、①原子力委員会が出しております我が国におけるプルト

ニウム利用の基本的な考え方を踏まえまして、透明性を確保しつつ国内施設で回収するプ

ルトニウムの確実な利用とプルトニウムの需給バランスを踏まえた再処理施設等の適切な

運転の実現に向けて最大限の努力を行うこと。 

  ②番目、実施中期計画の見直しが必要になった場合には、適宜・適切に行うこと。 

  ③機構及び原燃は適切な役割分担及び実施体制の下、安全確保を最優先にして、効率的・

効果的に事業を進めること。 

  最後、④ですけれども、六ヶ所の再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の安全かつ順調な操

業に向けて、原燃は安全確保を最優先に適切な工程管理を行う、さらに、技術的知見の蓄

積・承継に取り組むことと、また、必要に応じて、原燃だけではなく電気事業者等は十分

な技術的・人的サポートを行うことというふうに書かせていただいております。 

  御審議をよろしくお願いいたします。 

（上坂委員長）説明ありがとうございます。 

  それでは、質疑を行います。 

  直井委員からよろしくお願いします。 

（直井委員）私の方から見解案に対して特にコメントございません。 

  短期的にはそのプルトニウムの保有量が一時的に微増するということもあり得るというこ

とは認識しておりますけれども、ここに記載されているとおり、長期的には保有量が減少

する見通しが示されるということが非常に重要であるというふうに認識しております。 

  最後に記載されております４点、指導を適切に行っていただけるようお願いしたいと思い

ます。 

  以上でございます。 

（上坂委員長）ありがとうございます。 

  それでは、岡田委員、お願いします。 
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（岡田委員）私の方からもこれに異議はありません。繰り返しますけれども、一時的にプルト

ニウムの保有量が微増することもあり得ると原子力委員会、そして私も認識しております。

その上、将来的には同保有量が減少する見通しが示されることが重要であるということを

認識しております。 

  以上です。 

（上坂委員長）それでは、畑澤参与からも御意見、いかがでございましょうか。 

（畑澤参与）私の方からは特にございません。ここに記載された４点でよろしいのではないか

というように思っております。よろしくお願いします。 

（上坂委員長）私も２ページ目の上のパラグラフで。原子力委員会としても認識しているとし

っかりと明記しているということと。その後、原子力委員会としての見解が非常に明確に

箇条書きでまとまっていて、分かりやすくてよろしいと思います。 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件につきまして、この内容で原子力委員会の見解としたいと思いますが、よ

ろしゅうございますか。 

  では、御異議ないようですので、これを委員会の見解といたします。ありがとうございま

した。 

  それでは、議題２は以上であります。 

  次に、議題３について事務局から説明をお願いします。 

（山田参事官）今後の会議予定について御案内いたします。 

  次回の定例会議につきましては、３月２６日火曜日１４時から、場所はここ、中央合同調

査８号館６階６２３会議室で開催いたします。 

  議題については調整中であり、原子力委員会のホームページなどによりお知らせいたしま

す。 

  以上です。 

（上坂委員長）ありがとうございます。 

  その他、委員から何か御発言ございますでしょうか。 

  それでは、御発言ないようですので、これで本日の委員会を終了いたします。 

  お疲れさまでした。ありがとうございます。 

－了－ 


